
瀬戸市消防本部告示第１号 

消防本部   

消 防 署   

瀬戸市救急業務規程（平成４年瀬戸市消防本部告示第１号）の一部を次

のように改正する。  

  平成２９年３月３１日 

瀬戸市消防長  矢 野 研 一  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（隊員の資格） （隊員の資格） 

第４条 隊員は、政令第４４条第５項に定める資

格を有する消防吏員をもって充てる。 

第４条 隊員は、政令第４４条第３項に定める資

格を有する消防職員をもって充てる。 
  

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  


